
平成 26-27 年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
「職域における中途障害者の実態調査とそれに基づく関係者間の望ましい連携

のあり方に関する研究」 
（Ｈ26－政策－若手－013）主任：江口尚 

総合研究報告書 

 
主任研究者 江口尚 北里大学医学部公衆衛生学・助教 

分担研究者 和田耕治 国立国際医療研究センター国際医療協力・医師 
樋口善之 福岡教育大学教育学部・准教授 

 
研究要旨 

 
本研究の目的は、職域における中途障害者の実態と関係者間の望ましい連携の

あり方について、①職域における中途障害者、特に進行性に就業能力が低下す

る難病を持つ労働者への就労継続支援の課題を抽出し、②人間工学の知見を取

り入れ、職域での、進行性に就業能力が低下する疾患に対する望ましい配慮や、

職域と障害者福祉施設との連携の在り方を検討し、③産業医・産業看護職や人

事労務担当者向けの対応マニュアルを作成することである。 
 平成 26 年度（初年度）は、①国内外における先行研究及び報告書、ガイドラ

インを、特に人間工学のワーク・アビリティの視点から文献的に検討し、中途

障害者の就労支援に必要な情報の収集を行った。②障害者総合支援法、難病法

などのわが国法制度とそれぞれの法律に基づく就労支援の実態について関係者

へのヒアリング調査、現地視察をもとに情報の収集を行った。③難病患者の就

労に関する 2 回の全国調査の二次解析を行うことで、難病を持ちながら働く労

働者からの産業保健職の活用や職場での配慮の実態について実態の把握を行っ

た。④一般労働者 3000 名を対象としたインターネット調査を実施し、難病患

者・中途障害者への配慮に対する一般労働者の意識について把握を行った。⑤

産業医、産業保健師を対象とした研究会を開催し、産業保健職への難病患者の

就労支援について意識の啓発を行った。 
 平成 27 年度（2 年目（最終年度））は、初年度の研究結果を踏まえて、①産業

医・産業看護職を対象とした難病患者の就労支援の研究会を 2回行った。②雑

誌労働の科学において難病患者の就労支援についての連載を 12 回行った。③障

害者総合支援法、難病法などのわが国法制度とそれぞれの法律に基づく就労支

援の実態について関係者へのヒアリング調査、現地視察をもとに情報収集した。

④難病患者・中途障害者の就労継続支援における人間工学の役割と課題につい

て検討した。⑤難病患者を含む障害者雇用への産業保健職の関わりについての



海外視察を行った。⑥全ての調査結果を元に産業保健職・人事担当者向け難病

に罹患した従業員の就労支援ハンドブックを作成した。 

 
Ⅰ．平成 26 年度（1 年目） 
1．中途障害者の就労支援に必要な人間工学的知見の情報収集 
国内外における先行研究及び報告書、ガイドラインを、特に人間工学のワーク

アビリティの視点から文献的に検討し、中途障害者の就労支援に必要な情報収

集の実施：高年齢労働者に関する知見が蓄積している Work ability に関する国

内外の先行研究の収集を行った。海外においては、難病患者や中途障害者の就

労支援に関して、神経難病や膠原病についての研究を認めたが、わが国おいて

は、学会発表さえも十分になされていなかった。 

 
2．関係者へのヒアリング調査に基づく中途障害者の就労支援の課題 
障害者総合支援法、難病法などのわが国法制度とそれぞれの法律に基づく就労

支援の実態について関係者へのヒアリング調査、現地視察をもとに情報収集の

実施：以下の活動を通じて、課題の基礎的資料となる多くの資料を得た。患者

団体を訪問し、就労を継続する上で障害となるような要因について、就労経験

のある患者会員に対してグループインタビューを行った。患者団体が主催する

研究会に参加し、就労支援についての患者側の意識について情報収集を行った。

就労支援施設や特例子会社の視察を通じて、障害者（身体・知的・精神）や難

病患者、発達障害者が就労を継続するためにどのような障害があり、それに対

してどのようなノウハウが蓄積されているのか情報収集を行った。障害者の就

労支援を行っている研究者からのヒアリング調査により、これまで中途障害

者・難病患者の就労支援についてどのような調査研究が行われているか情報収

集を行い、多くの資料を得た。膠原病や神経難病の専門医からは、専門医の患

者の就労支援への関心の実態について情報収集を行った。さらに、職域におけ

る中途障害者の現状を知る産業保健職（産業医・産業保健師・産業看護師）、社

会保険労務士、人事担当者、患者団体、衛生管理者を対象とした研究会を開催

し、職域での中途障害者の現状について意見交換を行って認識を共有した。ま

た、先行研究の二次解析や、インターネット調査を通じて、中途障害者、難病

患者の就労支援への産業保健職のかかわり、一般労働者の中途障害者、難病患

者の就労支援への姿勢などの課題を客観的に把握するように努めた。 

 
3．難病患者・中途障害者の産業保健専門職の活用に関する検討 
難病患者の就労に関する全国調査の二次解析の実施：独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構障害者職業総合センターが2011年に実施した難病のある人



の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究（調査研究報告書（No.103）
のデータを、産業医・産業保健師の事業所内での健康管理、就労に関する相談

相手としての産業医・産業保健師の役割、に関して二次解析を行った。中途障

害者、難病患者の就労支援を行う上で、難病患者において、産業医、産業保健

師の認知が十分になされていないこと、それに伴って、産業医、産業保健師の

活用状況が低いことが客観的なデータをもとに示唆された。今後は、患者側に

対しては、産業医、産業保健師などの産業保健専門職への認知の向上や活用の

働きかけ、産業保健専門職に対しては、難病患者、中途障害者の就労支援への

関わりについての啓発を進めて行く必要性が示唆された。 

 
4．難病患者・中途障害者への配慮に対する一般労働者の意識に関するインター

ネット調査 
一般労働者 3000 名を対象としたインターネット調査の実施：難病患者・中途障

害者への就労支援に対する一般労働者の意識について把握を行った。定時勤務

で残業ができない状況にある労働者に対して、その原因（難病、介護、育児、

生活習慣病、精神障害、先天性の障害等）によって、一般の労働者の意識は異

なっていた。また、ストレスの状況が良好な職場で働いている労働者のほうが、

より就業上の配慮を受け入れやすいといったように、職場環境が、同僚の就業

上の配慮の受け入れることに影響していた。また、難病患者や中途障害者と一

緒に仕事をした経験があると、受け入れが良好であり、トライアル雇用制度の

有効性が裏付ける結果となった。 

 
5．国内・諸外国における対策に関する研究 
産業医、産業保健師を対象とした研究会の開催：産業保健職の、難病患者への

就労支援への関心を高めるための情報発信、言語化を行うことを目的として、

研究会の開催や雑誌などにおいて連載などを行い、それぞれの立場から課題を

明らかにした。研究会においては、情報交換を重視し、難病患者や中途障害者

への就労支援について、産業保健職間での認識を共有した。また、初年度にお

いては、ヒアリング調査の結果などをもとに、第 1 回研究会（参加者 30 名）を

開催し、研究会の内容（研究者 2 名、専門医 1 名、患者団体 2 名が発表）を冊

子にまとめ、共有した。産業医、産業保健職向けの研究会（参加者 22 名）で、

インタビュー調査の結果や、ワークアビリティ研究レビューの結果などの情報

を共有し、意見交換を行った。 

 
 本研究では、国内外の文献レビュー、患者・専門家へのインタビュー、就労

支援施設などの現場視察と情報収集、既存調査の二次解析、インターネット調



査、研究会の開催を通じて、職域における中途障害者の実態調査とそれに基づ

く関係者間の望ましい連携のあり方について有用な情報が得られた。また、研

究会の開催や学会発表を通じて、意見交換を行うことで、課題を抽出し、難病

患者・中途障害者の就労支援に関する産業保健職の関心を高められた。産業医

を対象とした調査を実施するための情報が収集され、産業医を対象とした調査

票の開発と実施、産業保健職・人事労務担当者向けのマニュアルを開発するた

めの準備が整った。 

 
A．はじめに 
 本研究の目的は、職域における中途

障害者の実態と関係者間の望ましい

連携のあり方について、①職域におけ

る中途障害者、特に進行性に就業能力

が低下する疾患を持つ労働者への就

労継続支援の課題を抽出し、②人間工

学の知見を取り入れ、職域での、進行

性に就業能力が低下する疾患に対す

る望ましい配慮や、職域と障害者福祉

施設との連携の在り方を検討し、③産

業医・産業看護職や人事労務担当者向

けの対応マニュアルを作成すること

である。 
 中途障害者、特に難病患者の就労支

援については、難治性疾患等克服研究

事業（西澤,2014）や、独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構障害

者職業総合センターによる調査研究

（NIVR,2011）が行われ、患者と支援

者の自己学習ツールや、就労のための

ワークブックが作成されている。また、

特に難病患者については、各県毎に難

病相談・支援センターが設けられ、就

労支援についても、重要な役割が期待

されているが人員も体制も未整備な

のが現状である。わが国では、障害者

総合支援法で、就労支援は重要な支援

の一つと位置付けられており、さらに、

障害者の範囲に難病も含むようにな

った。また、2015 年 1 月から施行さ

れた難病の患者に対する医療等に関

する法律（難病法）においても、就労

支援は重要な政策課題として位置付

けられた。 
 全身性エリテマトーデスや潰瘍性

大腸炎などの膠原病、パーキンソン病、

脊髄小脳変性症などの神経変性疾患

などの難治性の進行性の疾患は、早期

発見、早期治療により、症状の進行を

緩和できるが、病状の進行そのものは

止められない。そのため、個人差はあ

るものの、時間の経過とともに就業能

力が徐々に低下し、期待される就業能

力を大幅に下回るようになる。その結

果、障害者雇用での対応であっても、

企業が中途障害者の就業継続に苦慮

するケースが出てくることが想定さ

れる。そのため、治癒とともに就業能

力の回復が期待される感染症やがん

よりも労務管理上の対応が難しい。し

かし、発症した労働者に対する就業上

の配慮の実態についての知見は乏し

く、対策が進んでいない。 
 初年度にあたる本年度は、①国内外

における先行研究及び報告書、ガイド

ラインを、特に人間工学のワークアビ



リティの視点から文献的に検討し、中

途障害者の就労支援に必要な情報の

収集を行った。②障害者総合支援法、

難病法などのわが国法制度とそれぞ

れの法律に基づく就労支援の実態に

ついて関係者へのヒアリング調査、現

地視察をもとに情報の収集を行った。

③難病患者の就労に関する2回の全国

調査の二次解析を行うことで、難病を

持ちながら働く労働者からの産業保

健職の活用や職場での配慮の実態に

ついて実態の把握を行った。④一般労

働者 3000 名を対象としたインターネ

ット調査を実施し、難病患者・中途障

害者への配慮に対する一般労働者の

意識について把握を行った。⑤産業医、

産業保健師を対象とした研究会を開

催し、産業保健職への難病患者の就労

支援について意識の啓発を行った。 

 
B．対象と方法 
1．関係者へのヒアリング調査に基づ

く中途障害者の就労支援の課題（1）
（江口 尚） 
ヒアリング調査の対象は、患者団体 2
団体、研究者 2 名、専門医 2 名、関係

機関として、特例子会社 1 社、就労移

行支援事業所 1 社とした。患者団体、

研究者、専門医に対しては、それぞれ

の立場からの職域における就労支援

の状況や、就労支援における産業保健

職の関わりについて質問を行った。特

例子会社（障害者の雇用の促進及び安

定を図るため、事業主が障害者の雇用

に特別の配慮をした子会社のこと）、

就労移行支援事業所に対しては、雇用

管理や就労支援上の具体的な手法に

ついて質問を行った。 

 
2．患者へのインタビュー調査に基づ

く中途障害者の就労支援の課題（2）
（江口 尚他） 
某難病患者団体某支部に所属する就

労経験のある患者 13 名を対象とした。

インタビューは、グループインタビュ

ーとして実施した。インタビューは半

構造化して実施した。難病患者が就労

を継続する上での課題として、①就労

上困ったこと、②労働条件や勤務時間

に関する配慮や調整、③就労の継続を

断念せざるを得なかった理由、④職場

の人権対策や職場風土、⑤就労系福祉

サービス機関の活用、⑥産業保健スタ

ッフとの関わり、⑦職場内外の疾患・

健康管理のための配慮、⑧患者が就労

を継続することの意義、⑨職場内での

差別、について質問・聴取した。イン

タビュー内容は全てテープレコーダ

ーでスクリプトに起こした後、会話の

内容別に分析した。 

 
3．中途障害者の就労支援に必要な人

間工学的知見の情報収集（樋口善之） 
 中途障害者の就労支援に必要な人

間工学的知見の情報収集として，ワー

クアビリティ評価に着目し，フィンラ

ンドにおける Work Ability Index，オ

ーストラリアにおける Impairment 
Table および Job Capacity 
Assessments，イギリスにおける

Activity Matching を取り上げ，その

応用可能性について検討を行なった。 



 
4．産業保健職を対象とした研究会の

開催（和田耕治） 
産業保健職の、難病患者への就労支援

への関心を高めるための情報発信、言

語化を行うことを目的として、研究会

の開催や雑誌などにおいて連載など

を行い、それぞれの立場から課題を明

らかにした。研究会においては、情報

交換を重視し、難病患者や中途障害者

への就労支援について、産業保健職間

での認識を共有した。また、初年度に

おいては、ヒアリングなどをもとに、

第 1 回研究会を開催し、研究会の内容

（研究者 2 名、専門医 1 名、患者団体

2 名が発表）を冊子にまとめ、共有し

た。 

 
5．中途障害者の就労支援の実態の客

観的な把握～既存調査の二次解析を

通じて～（江口 尚他） 
本研究の二次解析の対象は、2005 年

に実施された「難病患者の雇用管理・

就労支援に関する実態調査」（2005 年

調査）と 2009 年に実施された「障害・

疾患のある人の自立と就業ニーズに

応える職場と地域の取組状況に関す

る調査」（2009 年調査）によって得ら

れたデータである。両調査は、患者会

等当事者団体の協力により、難病や障

害のある人本人の回答による郵送調

査であり、多くの調査項目が共通して

いるため、適切な範囲についてはデー

タをプールして解析に用いた。分析対

象は難病を持つ計 5,915 名（内、2005
年調査の対象者総数は 3,560 名、2009

年調査は 2,355 名、男性 2,159 名、女

性 3,515 名、平均年齢 47.0（±14.5）
歳）である。 
解析対象とした質問項目は以下の二

つの項目を用いた。 
(1)「産業医・産業保健師に事業所内の

健康管理」について 
(2)「産業医・産業保健師」に対する就

労に関する相談の有無 
これらの質問項目について、以下の項

目との関連を検討した。 
現在の就業状況、現職の雇用形態、疾

患別、障害者手帳の取得状況、病気や

障害の職場への説明の有無、就業上必

要な環境整備等の説明の有無、職種、

企業規模 

 
6．難病患者・中途障害者への配慮に

対する一般労働者の意識に関するイ

ンターネット調査（江口 尚他） 
2014 年 12 月に一般労働者 3710 名に

対して、働き方に制約を受けた労働者

に対する一般労働者の意識に関する

インターネット調査を実施した。質問

項目は、一般労働者の意識、職場環境、

ストレス、属性（婚姻歴、学歴、雇用

形態、職種、労働時間、年収、勤務先

の企業規模、業種）、健康状況、既往

歴、について聴取した。 

 
C．結果 
1．関係者へのヒアリング調査に基づ

く中途障害者の就労支援の課題（1） 
患者団体、研究者、専門医からのヒア

リングでは、解雇や減給等の就業上の

不利益を心配して、患者が、会社に病



気の申告をしていないために、産業保

健職との関わりを含めて、会社からの

配慮を受けられていない事例があっ

た。一方で、患者が、会社に病気の申

告を行った事例で、産業医や人事担当

者が受診に同行して、主治医に就業上

の配慮について意見を求めた事例や、

患者自身が、人事担当者に対して病状

について説明し、配慮を具体的に求め、

就労を継続できた事例があった。特例

子会社では、個々の労働者の能力に応

じた「仕事の切り出し」と、徹底した

マニュアル化に関する手法が蓄積さ

れていた。就労移行支援事業所では、

個々の労働者の就業能力の評価と、就

業能力開発のための手法が蓄積され

ていた。 

 
2．患者へのインタビュー調査に基づ

く中途障害者の就労支援の課題（2） 
インタビューの結果、①会社・職場へ

の病名の申告、②自分の病状について

の説明・言語化能力、③病状、4④発

病のタイミング、⑤上司の理解、⑥同

僚の理解、⑦職場の風土、⑧就業上の

配慮、⑨主治医の患者の就労への関心、

⑩産業保健職の意識、の項目を抽出し

た。①については、インタビュー対象

者全員が就労継続に関連すると回答

した。また、今回の対象者全員が、現

在は、病名を会社に申告して就労して

いた。就職活動の際に、病名を申告し

たことで、採用が見送られた事例を、

5 名が経験していた。過去に勤務して

いた職場で、病名を開示せずに就労し

たことで、職場で就業上の配慮を受け

ることが出来ず、体調が不安定化し、

退職した事例を 4 名が経験していた。 

 
3．中途障害者の就労支援に必要な人

間工学的知見の情報収集（樋口善之） 
文献検索の結果，フィンランドで開発

された Work Ability Index 研究，オー

ストラリアにおける Impairment 
Table および Job Capacity 
Assessment 研究，イギリスにおける

Activity Matching Ability System 研

究に着目した。 

 
4．産業保健職を対象とした研究会の

開催（和田耕治） 
 平成 26 年度は 1 回の研究会を開催

し、その講演を資料１のようにまとめ

た。難病患者の支援においてはすでに

障害者総合支援法や、難病法などによ

って様々なサービスが行われている。

一方で難病は完全に治癒することが

難しい、また内部障害であること、診

断名のなじみがないため診断名がひ

とり歩きして企業においてリスクを

過大に評価されうるといった課題が

ある。また、患者の経済的な課題など

就労できない場合の労働者世代に対

する補償制度なども必要である。また

産業保健職や医療職が様々な制度を

理解し、活用することも必要である。

平成 27 年度は 2 回の研究会の開催を

予定している。2 回目は平成 27 年 4
月に、その次は 7 月に予定している。

連載については労働の科学にて 10 回

にわたって行うことがすでに決まっ

ており、今後執筆者の選定を行うとこ



ろである。 

 
5．中途障害者の就労支援の実態の客

観的な把握～既存調査の二次解析を

通じて～（江口 尚他） 
産業医・産業保健師への相談について

は、相談して役に立った 2.0％、相談

したが役に立たなかった 2.2％、相談

したことはないが知っている 28.7％、

知らなかった 67.0％であった。産業

医・産業保健師による事業所内の健康

管理については、配慮あり 25.8％、配

慮が必要な状況だが配慮なし 26.8％、

配慮が必要で無い状況で配慮無し

47.4％であった。配慮があると回答し

た人のうち、1 割が産業医・産業保健

師が役に立ったと回答していた。 
産業医・産業保健師による事業所内の

健康管理の有無と就業状況（現在就業

中、過去に就業経験あり（現在不就業）

との関連については、現在就業中の人

の方が、産業医・産業保健師による配

慮を受けている割合が高かった。雇用

形態と配慮の有無の関連については、

正社員、派遣社員、福祉的就労の方が、

配慮を受けていると回答した割合が

高かった。産業医・産業保健師への相

談と現在の雇用形態との関連につい

ては、正社員、派遣者社員の方が、役

に立ったと回答した割合が高かった。 
産業医・産業保健師による事業所内の

健康管理の状況を疾患との関連では、

必要だが配慮なしと回答した割合は、

特発性間質性肺炎 0％や特発性大腿骨

頭壊死 11.1％から潰瘍性大腸炎

33.8％、多発性硬化症 34.9％であった。

身体障害者手帳の有無と、産業医・産

業保健師への相談の状況との関連で

は、障害者手帳を持っている人の方が、

役に立ったと回答した割合が高かっ

た。身体障害者手帳の有無と産業医・

産業保健師による事業所内の健康管

理との関連では、障害者手帳を持って

いる人の方が、配慮ありと回答した割

合が高かった。 
病気や障害の説明については、説明し

た 68.9%、説明していない 31.1%であ

った。必要な環境整備等の説明につい

ては、説明した 45.6%、説明していな

い 54.4%であった。病気や障害の説明

と、産業医・産業保健師への相談との

関連では、説明をした人ほど相談して

役に立ったと回答していた。病気や障

害の説明と、産業医・産業保健師によ

る事業所内の健康管理との関連では、

説明した人の方が、配慮を受けていた。

必要な環境整備の説明と、産業医・産

業保健師への相談結果との関連では、

説明した人ほど役に立ったと回答し

ていた。必要な環境整備の説明と、産

業医・産業保健師からの配慮の状況と

の関連では、配慮がある人の方が、説

明した割合が高かった。 
職種と産業医・産業保健師による事業

所内の健康管理との関連では、必要だ

が配慮なしの割合は、農林漁業 0％、

建設電気工事等 20.0％から営業・販売

31.8％、保安・警備 60.0％であった。 
企業規模別と産業医・産業保健師によ

る事業所内の健康管理との関連では、

企業規模が大きくなるほど「配慮あり」

の割合が高かった。 



 
6．難病患者・中途障害者への配慮に

対する一般労働者の意識に関するイ

ンターネット調査（樋口善之他） 
インターネット調査により，3710 名

から回答を得た。  
Q1 として「あなたは，以下の理由で

業務量が制限されている方々と一緒

に仕事をしたことがありますか」とい

う設問を用い，「働き方に制約のある

労働者」と一緒に働いた経験の有無を

調査した。 
一緒に働いた経験として最も多く見

られたのは「育児（38.3％）」であり，

次いで「妊娠（32.6％）」であった。

一方，本研究の主たる対象である「難

病」がある者と一緒に働いた経験があ

る者は 166 名（4.5％）と最も少なか

った。 
Q2 として「あなたの現在の職場の風

土についてうかがいます。以下のそれ

ぞれについて，最も当てはまるものを

1 つお選びください」という設問の後，

働き方の制約別に，それぞれどの程度

受け入れることができるかについて，

「そうだ（受け入れることができる）」

から「ちがう（受け入れることができ

ない）」までの4段階で回答を求め，「働

き方に制約のある労働者」を現在の職

場の風土としてどの程度受け入れる

ことができるかを調査した。 
制約の理由別にみた場合，最も「そう

だ（受け入れることができる）」が多

く見られたのは「育児・妊娠（21.9％）」

であり，「まあそうだ」をあわせると

72.2％（2677/3710）が「現在の職場

風土」として受け入れることができる

と回答した。次いで「親や配偶者の介

護」であり，「そうだ」の割合は 15.3％，

「まあそうだ」をあわせると 67.2％
（2494/3710）であった。一方，本研

究の主たる対象である「難病」につい

ては，「そうだ」と回答した割合は

10.2％であり，最も少なく，「まあそ

うだ」とあわせても46.8％（1735/3710）
であった。 
Q3 として「あなた自身についてうか

がいます。以下のそれぞれについて，

最も当てはまるものを1つお選びくだ

さい」という設問の後，前問と同様の

方法で回答を求め，「働き方に制約の

ある労働者」を職場の同僚として受け

入れることについて個人の考えを調

査した。 
制約の理由別にみた場合，最も「そう

だ（受け入れることができる）」が多

く見られたのは，前問の職場レベルで

の結果と同様に「育児・妊娠（29.9％）」

であり，「まあそうだ」をあわせると

83.9％（3113/3710）が「個人として」

受け入れることができると回答した。

次いで「親や配偶者の介護」であり，

「そうだ」の割合は 24.8％，「まあそ

うだ」をあわせると84.4％（3131/3710）
であった。一方，本研究の主たる対象

である「難病」については，「そうだ」

と回答した割合は 20.9％であり，「ま

あそうだ」とあわせると 69.4％
（2527/3710）であった。なお，個人

として最も受け入れることが難しい

とされた制約の理由は「うつ病や統合

失調症などの精神疾患」であり，「そ



うだ」と回答した割合は 17.5％，「ま

あそうだ」とあわせても 62.0％
（2300/3710）であった。 
Q2 の「職場風土として受入」と Q3
の「個人としての受入」との傾向を比

較するため，「そうだ」と「まあそう

だ」を合併し，それぞれの割合を図 1
に示した。傾向として，どの理由につ

いても，個人＞職場であった。その差

の範囲は，11.8％～22.6％となり，「育

児・妊娠」が最も小さく，「難病」に

おいて最も大きかった。 
ここまでみてきた Q2 の「職場風土と

して受入」と Q3 の「個人としての受

入」について，それぞれの項目間の整

合性について，信頼性係数（クロンバ

ックのアルファ係数）を算出した。 
Q2[職場として]の 8 項目について，分

析対象全体でのクロンバックのアル

ファ係数は 0.947 であった。同様に，

Q3「個人として」の 8 項目では，0.955
であった。 
次に主成分分析を行なった。Q2「職

場として」について，第 1 主成分の説

明率は 73.1％であり，第 2 主成分の固

有値は 1 未満であった。第 1 主成分の

主成分得点を算出し，「職場としての

受入得点」とした。また同様に Q3「個

人として」についても同様の分析を行

なった。その結果，第 1 主成分の説明

率は 76.4％，第 2 主成分の固有値は 1
未満であった。第 1 主成分の成分得点

を算出し，「個人としての受入得点」

とした。なお，各成分得点は，平均 0，
標準偏差 1 に標準化され，Q2,Q3 の各

項目に対して「そうだ（受け入れるこ

とができる）」と回答した傾向が強い

ほど高くなり，「ちがう（受け入れる

ことはできない）」と回答した傾向が

強いほど低くなる。 
算出した得点間の相関は,r=.601 であ

った。また年齢との相関は認められな

かった（r=-.057～-.080）。性差につい

て確認したところ，「職場としての受

入得点」においては，男性＞女性

（t=3.203,p=.001）となり，一方，「個

人としての受入得点」においては，女

性＞男性（t=-2.095,p=.036）となった。 
算出した各受入得点について，Q１「こ

れまでの共働経験」の有無による比較

を行なった。 
「職場としての受入得点」の結果につ

いて図 2 に示した。全ての項目におい

て，これまでに一緒に働いたことがあ

る者ほど，高い得点を示した（t=5.4
～10.9，すべて p<.05）。なお，t 値の

最大値は「Q1S6_うつ病や統合失調症

などの精神疾患」の 10.9 であり，最

小値は「Q1S4_糖尿病や高血圧などの

生活習慣病」の 5.4 であった。 
「個人としての受入得点」についても

同様の分析を行なった（図 3）。全ての

項目において，これまでに一緒に働い

たことがある者ほど，高い得点を示し

た（t=4.4～11.3，すべて p<.05）。t
値の最大値は，「妊娠」の 13.0であり，

最小値は職場としての受入得点と同

様に，「Q1S4_糖尿病や高血圧などの

生活習慣病」の 4.4 であった。 
次に職業性ストレスと各受入得点と

の関連性について，検討した。職業性

ストレスについては，職業性ストレス



簡易調査票を用いた。この調査票では，

職業性ストレスの各項目について 1～
4 点の範囲で得点化を行ない，得点が

高いほど良好であることを示す。 
「職場としての受入得点」と職業性ス

トレスの各項目との相関係数を算出

した。その結果，相関係数の範囲は

-.046～.273 であり，0.2 を超えた職業

性ストレス項目は「仕事のコントロー

ル（r=.265）」「働きがい（r=.201）」「上

司の支援（r=.273）」「同僚の支援

（r=.230）」であった。 
次に「個人としての受入得点」につい

て同様に職業性ストレスの各項目と

の相関係数を算出した。その結果，相

関係数の範囲は-.077～.209 であり，

0.2 を超えた職業性ストレス項目は

「同僚の支援（r=.209）」のみであっ

た。 
精神的健康度の指標として K6 スケー

ルを用いた。この尺度では，0 から 24
点の範囲で精神的健康度を評価し，得

点が高いほど，不良な状態を示す。カ

ットオフ値として 5 点，10 点を用い

た。K6 スケールと「職場としての受

入得点」「個人としての受入得点」と

の相関係数はそれぞれ

r=-.054,r=-.029 であった。 
次に「職場としての受入得点」「個人

としての受入得点」のそれぞれを従属

変数，職業性ストレス項目および精神

的健康度を独立変数としたステップ

ワイズ式重回帰分析を行なった。 
「職場としての受入得点」を従属変数

としたモデル（調整済み R2=.136）で

は，「仕事のコントロール」における

標準化偏回帰係数が最も高く（β

＝.168），ついで「上司の支援（β

＝.142）」であった。 
「個人としての受入得点」を従属変数

としたモデル（調整済み R2=.076）で

は，「同僚の支援」における標準化偏

回帰係数が最も高く（β＝.177），つ

いで「身体的負担（β＝.131）」であ

った。 

 
D．考察 
1．関係者へのヒアリング調査に基づ

く中途障害者の就労支援の課題（1）
（江口 尚） 
 患者が、安心して会社に病気を申告

できる職場風土の醸成が、適切な就業

上の配慮が受けられる上では必要と

考えられた。一方で、産業保健職は、

就業上の配慮を必要とする患者が、職

場に潜在化している可能性があるこ

とに留意する必要があることが示唆

された。また、特例子会社や就労移行

支援事業所には、就業上の配慮を行う

上での有用な手法が蓄積されており、

その手法を活用した、産業保健職との

連携が示唆された。 

 
2．患者へのインタビュー調査に基づ

く中途障害者の就労支援の課題（2） 
 「会社・職場への病名の申告」が、

難病患者の就労の継続に、影響する要

因であることが示唆された。他の疾患

に関する先行研究では、社会的な関心

の高まりと共に、病名の申告をしやす

い環境が醸成されてきている。難病に

ついても、難病法が成立、施行される



など社会的な関心が高まりつつあり、

就労についても、先行研究と同様に社

会的な認知が進むだろう。ただ、現状

では、病名の申告をせずに就労を継続

している労働者がいると考えられる

ため、産業保健職による労働者の面談

において、職場に潜在化している難病

患者を同定し、本人が働きやすい環境

を醸成するために必要な支援を行う

必要がある。 

 
3．中途障害者の就労支援に必要な人

間工学的知見の情報収集（樋口善之） 
フィンランドにおける Work Ability 
Index 研究において見たとおり，人間

工学領域におけるワークアビリティ

は狭義の能力，例えば，語学や IT 機

器の操作を超えて，健康や仕事に対す

る考え方を含み，さらにこれらの個々

人のリソースと仕事の要件とのバラ

ンスによって成り立つものと捉えら

れている。ワークアビリティを保持増

進するためには，まず健康を保つこと

であり，また仕事上の行動特性を高め，

仕事に対する考え方を適性に保つこ

とが個人としての戦略として考えら

れる。職場側としては，前述の通り，

管理者の役割が重要となる。ワークア

ビリティを保持増進していくための

具体的な手立てとして管理者には，仕

事の要件を明らかにし，労働安全衛生

活動として，作業管理や作業環境管理

などの職場改善をすることなどが求

められると考えられる。これらの知見

を中途障害者および難病患者に当て

はめると，健康面については可能な限

りケアに努め，職場に見合った行動特

性を身につけ，積極的に仕事に取り組

むことが重要である。併せて，就労を

受け入れる企業や事業所においても，

必要とされる職務内容を明らかにし，

働きやすい職場づくりを進めていく

ことが重要であり，これはいわゆる

「合理的配慮」であるといえる 18）。
今後は，どのような合理的配慮が必要

であり，また可能であるかについての

研究を進めていく必要があり，これは

当該研究班における次のステップの

一つになると考えられる。 
オーストラリアにおける Impairment 
Tables については，ワークアビリティ

の観点から見た場合，労働可能性の評

価というよりも，労働不能性の評価に

近く，障害の重症度を評価するツール

であると考えられる。個人のリソース

の評価としては活用可能であると思

われるが，就労支援の観点からすると，

「どのような仕事が可能か」を判定す

ることは難しいといわざるを得ない。

その後，この Impairment Tables の

改訂試案として，「Work Ability 
Tables」が検討された経緯があるよう

である。 

 
4．産業保健職を対象とした研究会の

開催（和田耕治） 
 難病支援に関わるそれぞれの立場

で課題を示していただきまとめや提

言などを 2 年目に行う。平成 27 年度

は、平成 26 年度には対象とできなか

った諸外国における対応についても

訪問などにより情報収集を行う計画



を調整している。 

 
5．中途障害者の就労支援の実態の客

観的な把握～既存調査の二次解析を

通じて～（江口 尚他） 
 難病患者、中途障害者を持ちながら

働く労働者の中で、産業医、産業保健

師への認知が十分ではなかった。 
産業医や産業保健師からの必要な配

慮を受けられていないと回答した労

働者の割合は 26.8％であった。配慮が

あると、就業を継続しやすい。また、

配慮を得るためには、病気や障害の説

明を行ったり、必要な環境整備の説明

を行ったりする必要があることが示

唆された。一方で、産業医や産業保健

師の体制が整備されているような企

業であるから、自分の病状について説

明をし易い職場風土が醸成されてい

るため、就業を継続できるというよう

な考え方も出来る。 
障害者手帳の取得の有無と産業医・産

業保健師による事業所内での健康管

理上の配慮との関連において、障害者

手帳を持っている回答した人の割合

が高かったことは、障害者手帳を持っ

ていることにより、障害あることが顕

在化して配慮が受けやすいというこ

とが考えられる一方で、障害者手帳を

持っているような方は、雇用率制度に

関心のある大企業で雇用されやすい

ため、産業医・産業保健師の配慮が受

けやすいとも考えられた。 
企業規模が大きいほど、中途障害者、

難病患者の就労については、充実して

いることも示唆された。 

疾患によっても、配慮が必要にも関わ

らず、産業医・産業保健師からの配慮

が受けられていない割合にばらつき

があった。多発性硬化症や脊髄小脳変

性症、パーキン躁病などの神経変性疾

患の患者で、必要な配慮が受けられて

いない割合が高かったことから、疾患

に対する偏見や、症状の説明がしづら

いことなどが影響している可能性が

ある。 
多発性硬化症、モヤモヤ病、CIDP の

患者は、産業医・産業保健職への就労

相談が、他の疾患と比較して多い、ク

ローン病、エリテマトーデス、重症筋

無力症、希少性皮膚疾患の患者につい

ては、配慮を必要としている割合が他

の疾患と比較して少ない、重症筋無力

症、エリテマトーデス、レックリング

ハウゼンの患者は、就職後の課題の解

決に効果がある、と言うことが指摘さ

れていることから、今後、疾患別の解

析を行い、それぞれの疾患に応じた対

策を行えるようなデータ解析を行う

必要があるだろう。 
今回の調査は、横断研究のため、因果

関係の推定するためには、コホートを

作って縦断研究を行う必要がある。 

 
6．難病患者・中途障害者への配慮に

対する一般労働者の意識に関するイ

ンターネット調査（樋口善之他） 
本研究では，難病患者および中途障害

者への配慮に対する一般労働者の意

識を明らかにすることを目的として，

インターネット調査を行なった。今回

の調査では，難病のみについてではな



く，介護や妊娠，生活習慣病や精神疾

患など仕事上の配慮が必要であった

り，働き方に制約があったりする場合

を含めて，職場の同僚として一緒に働

いたことがあるか，また，受け入れる

ことができるか，を主たる設問とした。

さらに，その受け入れについての考え

方については，「職場として」と「個

人として」に分け，現在の職場風土を

鑑みた場合「制約がある労働者」の受

け入れることができるか，また個人の

意見として「制約がある労働者」受け

入れることができるか，を分析した。 
「制約がある労働者」との共働経験と

して，「育児」や「妊娠」は 3 割を超

える者がこれまでに同僚として一緒

に働いたことがあると回答した。また，

産業保健における喫緊の課題である

精神疾患についても約 20％の者が一

緒に働いたことがあると回答してい

た。今回の研究テーマである「難病」

については，4.5％ともっとも少なか

った。現在では，社会として女性や高

齢者の就労や就労継続を支援するこ

とへの認知度は高まりつつあるが，そ

の背景には職場における共働経験が

あると考えられる。難病を持つ者はそ

の定義上，実数として少ない。よって，

職場の同僚として一緒に働く経験は

必然的に稀になり，就労や就労継続支

援について，個人の経験から考える機

会は他の「制約がある労働者」の場合

と比較して少ないと考えられる。今回

の分析の結果，実際に制約がある労働

者と共働した経験がある者は，ない者

に比べて，受け入れに対して肯定的で

あるという結果が得られたことから

も共働する経験が確率的に低い「難病」

については，社会制度的な支援が必要

であると考えられる。 
現在の職場風土として，働き方に制約

がある労働者をどの程度受け入れる

ことができるかについて，「そうだ」

と強い肯定を示した者は，今回調査し

た項目全体で見ても，1 割から 2 割程

度であり，厳しい現状が伺えた。「ち

がう」と強い否定についても 1 割から

2 割程と同程度であったが，強い肯定

と強い否定との組み合わせを見ると，

共働経験が多かった育児・妊娠では，

21.9％ v.s. 10.7%であるのに対し，共

働経験が少ない難病では 10.2% 
v.s.20.3%と強い否定が上回っていた。

他の項目について，受け入れに対して

強い否定が強い肯定を上回るのは，先

天性障害があり（12.0% v.s. 23.1%），

職場としての受け入れに対して，実際

に障害や疾病が仕事に対してどの程

度影響するのか不透明であることが

関連しているとも考えられる。 
自分の考えとして，働き方に制約があ

る労働者をどの程度受け入れること

ができるかについて，「そうだ」と強

い肯定を示した者は，各項目に対して 
2 割弱から 2 割強であり，「職場とし

て」よりも受け入れに対して肯定的で

あった。「ちがう」と強い否定につい

ても，最も高い者で 1 割強であった。 
「職場として受け入れられるかどう

か」と「個人として受け入れられるか

どうか」の差異について検討したとこ

ろ，前述の通り，受け入れに肯定的だ



ったのは「個人として」であったが，

その差が最も大きかったのが「難病」

であった。このことは職場としての状

況が整えば，就労や就労継続を受け入

れることができるとも考えられる。 
今回の調査では，様々な制約を取り上

げ，それぞれに対して受け入れること

ができるか，職場レベル，個人レベル

で調査した。収集したデータについて

主成分分析および信頼性分析を用い

て，受け入れに対する項目間の構造を

検討したところ，職場レベルにおいて

も，個人レベルにおいても，高い信頼

性係数が示され，また一次元性が認め

られた。この結果は，個別の理由にか

かわらず，制約がある労働者の受け入

れについて，同傾向の回答が得られた

と解釈できる。すなわち，介護であれ，

生活習慣病であれ，難病であれ，制約

がある労働者を受け入れることがで

きる職場は，他の理由による者も受け

入れることができるということであ

る。また職場レベルでの受け入れと個

人レベルの受け入れとは正の相関が

あることが認められた。この結果から，

職場全体としての受け入れの環境づ

くりや個人としての理解に働きかけ

る取組はともに整合性を有すること

考えることができる。 
本研究では，職業性ストレスおよび精

神的健康度についても調査し，制約が

ある労働者の受け入れに対する考え

との関連性を検証した。その結果，「職

場としての受け入れ」については「仕

事のコントロール」「上司の支援」「身

体的負担」が強く関連しており，「個

人としての受け入れ」については「同

僚の支援」「身体的負担」が重要であ

るとの大変興味深い結果が得られた。

共通してみられた要因は「身体的負担」

であり，一般の労働者において，疾病

や障害，時間的制約がある労働者を受

け入れる場合には，身体的な負担を考

慮すべきだと考えていることが明ら

かとなった。社会的支援といわれる

「上司の支援」「同僚の支援」が良好

な場合ほど制約がある労働者の受け

入れに肯定的であるという結果は，働

きやすい職場づくりを進める際には

これらの支援が不可欠であることを

意味する。また，「仕事のコントロー

ル」を高めることも重要であることが

示唆された。 

 
E．結論 
 本研究の目的は、職域における中途

障害者の実態と関係者間の望ましい

連携のあり方について、①職域におけ

る中途障害者、特に進行性に就業能力

が低下する疾患を持つ労働者への就

労継続支援の課題を抽出し、②人間工

学の知見を取り入れ、職域での、進行

性に就業能力が低下する疾患に対す

る望ましい配慮や、職域と障害者福祉

施設との連携の在り方を検討し、③産

業医・産業看護職や人事労務担当者向

けの対応マニュアルを作成すること

である。 
 初年度にあたる本年度は、①国内外

における先行研究及び報告書、ガイド

ラインを、特に人間工学のワークアビ

リティの視点から文献的に検討し、中



途障害者の就労支援に必要な情報の

収集を行った。②障害者総合支援法、

難病法などのわが国法制度とそれぞ

れの法律に基づく就労支援の実態に

ついて関係者へのヒアリング調査、現

地視察をもとに情報の収集を行った。

③難病患者の就労に関する2回の全国

調査の二次解析を行うことで、難病を

持ちながら働く労働者からの産業保

健職の活用や職場での配慮の実態に

ついて実態の把握を行った。④一般労

働者 3000 名を対象としたインターネ

ット調査を実施し、難病患者・中途障

害者への配慮に対する一般労働者の

意識について把握を行った。⑤産業医、

産業保健師を対象とした研究会を開

催し、産業保健職への難病患者の就労

支援について意識の啓発を行った。 
 1．国内外における先行研究及び報

告書、ガイドラインを、特に人間工学

のワークアビリティの視点から文献

的に検討し、中途障害者の就労支援に

必要な情報収集の実施：高年齢労働者

に関する知見が蓄積している Work 
ability に関する国内外の先行研究の

収集を行った。海外においては、難病

患者や中途障害者の就労支援に関し

て、神経難病や膠原病についての研究

を認めたが、わが国おいては、学会発

表さえも十分になされていなかった。 
 2．障害者総合支援法、難病法など

のわが国法制度とそれぞれの法律に

基づく就労支援の実態について関係

者へのヒアリング調査、現地視察をも

とに情報収集の実施：以下の活動を通

じて、課題の基礎的資料となる多くの

資料を得た。患者団体を訪問し、就労

を継続する上で障害となるような要

因について、就労経験のある患者会員

に対してグループインタビューを行

った。患者団体が主催する研究会に参

加し、就労支援についての患者側の意

識について情報収集を行った。就労支

援施設や特例子会社の視察を通じて、

障害者（身体・知的・精神）や難病患

者、発達障害者が就労を継続するため

にどのような障害があり、それに対し

てどのようなノウハウが蓄積されて

いるのか情報収集を行った。障害者の

就労支援を行っている研究者からの

ヒアリング調査により、これまで中途

障害者・難病患者の就労支援について

どのような調査研究が行われている

か情報収集を行い、多くの資料を得た。

膠原病や神経難病の専門医からは、専

門医の患者の就労支援への関心の実

態について情報収集を行った。さらに、

職域における中途障害者の現状を知

る産業保健職、社会保険労務士、人事

担当者、患者団体、衛生管理者を対象

とした研究会を開催し、職域での中途

障害者の現状について意見交換を行

って認識を共有した。また、先行研究

の二次解析や、インターネット調査を

通じて、客観的に課題を把握するよう

に努めた。 
 3．難病患者の就労に関する全国調

査の二次解析の実施：独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構障害者

職業総合センターが 2011 年に実施し

た難病のある人の雇用管理の課題と

雇用支援のあり方に関する研究（調査



研究報告書（No.103）のデータを、産

業医・産業保健師の事業所内での健康

管理、就労に関する相談相手としての

産業医・産業保健師の役割、に関して

二次解析を行った。中途障害者、難病

患者の就労支援を行う上で、難病患者

において、産業医、産業保健師の認知

が十分になされていないこと、それに

伴って、産業医、産業保健師の活用状

況が低いことが示唆された。今後は、

患者側への産業医、産業保健師などの

産業保健専門職への認知の向上の働

きかけ、産業保健専門職へは、難病患

者、中途障害者の就労支援への関わり

についての啓発を進めて行く必要性

が示唆された。 
 4．一般労働者 3000 名を対象とした

インターネット調査の実施：今回の調

査の結果，一般の労働者において，働

き方に制約がある労働者を受け入れ

ることに対して，個人としては 6～8
割の者が肯定的であることが示され

た。職場においては，4～6 割であり，

個人としてよりも低かった。また，実

際に制約がある労働者と共働経験が

ある者ほど受け入れに対して肯定的

であった。共働する機会が稀な「難病」

については，個別ケースの積み重ねに

よって受け入れに対する理解を広げ

るだけでなく，社会制度的な支援が必

要であると考えられる。職場の要因と

しては，身体的負担や社会的支援の程

度が受け入れに対する考えに影響し

ており，これらの結果を踏まえた職場

づくりを進めていくことが働き方に

制約がある労働者を受け入れていく

環境づくりにつながると考えられる。 
難病患者・中途障害者への配慮に対す

る一般労働者の意識について把握を

行った。定時勤務で残業ができない状

況にある労働者に対して、その原因に

よって、一般の労働者の意識は異なっ

ていた。また、職場環境が、同僚の就

業上の配慮の受け入れに影響してい

た。また、難病患者や中途障害者と一

緒に仕事をした経験があると、受け入

れが良好であった。 
 5．産業医、産業保健師を対象とし

た研究会の開催：産業保健職の、難病

患者への就労支援への関心を高める

ための情報発信、言語化を行うことを

目的として、研究会の開催や雑誌など

において連載などを行い、それぞれの

立場から課題を明らかにした。研究会

においては、情報交換を重視し、難病

患者や中途障害者への就労支援につ

いて、産業保健職間での認識を共有し

た。また、初年度においては、ヒアリ

ングなどをもとに、第 1 回研究会を開

催し、研究会の内容（研究者 2 名、専

門医 1 名、患者団体 2 名が発表）を冊

子にまとめ、共有した。 
 本研究では、国内外の文献レビュー、

患者・専門家へのインタビュー、就労

支援施設などの現場視察と情報収集、

既存調査の二次解析、インターネット

調査、研究会の開催を通じて、職域に

おける中途障害者の実態調査とそれ

に基づく関係者間の望ましい連携の

あり方について有用な情報が得られ

た。また、研究会の開催や学会発表を

通じて、難病患者・中途障害者の就労



支援に関する産業保健職の関心を高

められた。産業医を対象とした調査を

実施するための情報が収集され、産業

医を対象とした調査票の開発と実施、

産業保健職・人事労務担当者向けのマ

ニュアルを開発するための準備が整

った。 

 
Ⅱ．平成 27 年度（2 年目（最終年度）） 

 
1．産業医・産業看護職を対象とした難病患者の就労支援についての研究会の開

催 
産業看護職の難病患者への就労支援への関心を高めるための情報発信、言語化、

及び本研究班の研究成果の発信を行うことを目的として、昨年度に引き続き、

第 2 回、第 3 回の研究会を開催した。第 2 回は、テーマを「良好事例と難病法

を学ぶ」として、40 名が参加した。第 3 回は、テーマを「 就労が困難な患者

を支援する」として、60 名が参加した。研究会の内容は、報告書としてまとめ、

HP 上に公開した（URL: http://www.med.kitasato-u.ac.jp/ 
~publichealth/syuroushien）。 

 
2．難病患者の就労支援についての連載 
雑誌「労働の科学」において、難病患者の就労支援に社会的な啓発と研究班の

研究成果を発信することを目的として、全12回の連載を行った。連載の内容は、

研究班内外の研究者、各専門医（膠原病科、消化器科、神経内科、眼科）や社

会保険労務士、障害者雇用の紹介を行っている人材派遣会社の担当者や障害者

雇用を積極的に行っている経営者から、それぞれの経験、知識に基づいて、難

病患者の就労支援に関する情報提供やポイントの説明をして頂いた。また、そ

の連載をまとめて HP 上に公開した（URL: http://www.med.kitasato-u.ac.jp/ 
~publichealth/syuroushien）。 

 
3．難病患者の就労支援を行っている関係者へのヒアリング調査、現地視察 
 前年度に引き続き、障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所、産業医、

経営者に対して、ヒアリング調査を行った。就労移行支援事業所では、就労以

降をさせる上でのノウハウについて情報収集を行った。産業医に対しては、難

病患者についてどのようなケース対応を行っているかについて情報収集を行っ

た。経営者に対しては、中小企業同友会障害者委員会に参加し、障害者や難病

患者の就労支援に取り組む経営者の考え方について情報収集を行った。その結

果、就労移行支援事業所にはどのようなノウハウが蓄積し、産業医はどのよう

なことに困っており、どのような知識が不足しているか、経営者はどのような



姿勢で難病患者の就労支援を行っているかを知る事ができ、昨年度実施下ヒア

リング調査に、知見を追加することができた。その結果、産業保健職や人事担

当者向けの難病患者の就労支援ハンドブックを作成する上で有用な情報を得る

ことができた。 

 
4．難病患者・中途障害者の就労継続支援における人間工学の役割と課題 
 難病患者及び中途障害者の就労継続支援に必要な人間工学の役割と課題につ

いて，職務適性を切り口として，考察した。職務適性の評価に際しての人間工

学の役割として，Industrial Engineering 的な作業分析とともに，人間工学的視

点から職務を明確化することが重要である。その際，職務条件や環境について，

人間工学チェックリスト等を活用しながら「どのような配慮があれば就労が可

能になるか」を検討すること，Work Ability の視点から職務を遂行するための

能力の形成をはかることが重要である。今後の課題について、より職場に踏み

込んだ人間工学的介入、たとえば、ワークステーションやインターフェイスの

設計や治工具の開発、等が挙げられる。ICT 等の様々なテクノロジーが利用可

能になり、また，働き方も多様化している今日においては，様々な制約があっ

たとしても、自身の能力を活かして、生産性高く働くことを実現することに人

間工学は貢献することが可能であり、またその責務を果たす必要がある。 

 
5．難病患者を含む障害者雇用への産業保健職の関わりについての海外視察 
 オーストラリアにおける難病患者を障害者に対する就労支援の現状を把握し、

その知見を日本における難病患者の就労支援に活かすために視察を行った。

Newcastle 大学の Prof. Derek Smith、同大学で障害を持った学生の対応をして

いる Mr. Stuart Meldrum、The Royal Australian College of Physicians の産業

保健担当の幹部の Dr Claire Hollo と Dr Sandra Mc Burnie へのインタビュー

調査、Australia’s Disability Conference への参加による関係者への情報収集

を行った。障害者差別禁止法により差別を禁止して企業の主体的な取り組みを

促すアメリカ型のオーストラリアであっても、就労支援については、日本の障

害者総合支援法に基づく就労移行支援事業や就労継続支援 A 型、B 型に類似し

た制度が整備されていた。しかし、医療職や産業保健職との連携については、

着目されていなかった。また、オーストラリアの場合、産業医の業務は労働災

害の対応がメインであることから、一般労働者の就労支援については、ほとん

ど関与していないということであった。本研究班が行う難病患者などの障害者

の就労支援への産業保健職の関わりを提案は、我が国特有の取り組みとなると

考えられた。 

 



6．産業保健職・人事担当者向け難病に罹患した従業員の就労支援ハンドブック

の作成 
マニュアルの内容は、1. 難病患者の就労に関する現状、2. 難病患者の症状の特

徴、3. 難病患者の就労支援のポイント、4. 合理的配慮について、5. 具体的な

対応方法、6. 情報収集・相談（難病患者の就労支援に係る関係機関・職種） 
とした。その上で、ドラフト版を作成し、産業保健職や人事担当者から、意見

を収集し、内容の改善を行った。産業保健職からの評判は良かったことから、

本マニュアルが活用されることにより難病患者の就労支援が進むことが示唆さ

れた。今後は、このマニュアルを HP 上に公開するとともに、周知し、研修な

どで活用されるようにしていきたい。 

 
 本研究では、研究会の開催、連載の実施、専門家へのインタビュー、就労支

援施設などの現場視察と情報収集、海外視察を通じて、平成 26 年度の調査結果

に知見を蓄積した。その結果、職域における中途障害者の実態調査とそれに基

づく関係者間の望ましい連携のあり方について有用な情報が得られた。また、

研究会の開催、雑誌での連載、4 回の学会発表を通じて、意見交換を行うことで、

課題を抽出し、難病患者・中途障害者の就労支援に関する産業保健職の関心を

高めることができた。2 年間の本研究班の活動で得られた成果を踏まえて、本研

究班の最終目標である、産業保健職・人事労務担当者向けのマニュアルを開発

した。

 
 
A．はじめに 
 本研究の目的は、職域における中

途障害者の実態と関係者間の望まし

い連携のあり方について、①職域に

おける中途障害者、特に進行性に就

業能力が低下する疾患を持つ労働者

への就労継続支援の課題を抽出し、

②人間工学の知見を取り入れ、職域

での、進行性に就業能力が低下する

疾患に対する望ましい配慮や、職域

と障害者福祉施設との連携の在り方

を検討し、③産業医・産業看護職や

人事労務担当者向けの対応マニュア

ルを作成することである。 

 中途障害者、特に難病患者の就労

支援については、難治性疾患等克服

研究事業（西澤,2014）や、独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構障害者職業総合センターによる調

査研究（NIVR,2011）が行われ、患

者と支援者の自己学習ツールや、就

労のためのワークブックが作成され

ている。また、特に難病患者につい

ては、各県毎に難病相談・支援セン

ターが設けられ、就労支援について

も、重要な役割が期待されているが

人員も体制も未整備なのが現状であ

る。わが国では、障害者総合支援法

で、就労支援は重要な支援の一つと

位置付けられており、さらに、障害



者の範囲に難病も含むようになった。

また、2015 年 1 月から施行された難

病の患者に対する医療等に関する法

律（難病法）においても、就労支援

は重要な政策課題として位置付けら

れた。 
 全身性エリテマトーデスや潰瘍性

大腸炎などの膠原病、パーキンソン

病、脊髄小脳変性症などの神経変性

疾患などの難治性の進行性の疾患は、

早期発見、早期治療により、症状の

進行を緩和できるが、病状の進行そ

のものは止められない。そのため、

個人差はあるものの、時間の経過と

ともに就業能力が徐々に低下し、期

待される就業能力を大幅に下回るよ

うになる。その結果、障害者雇用で

の対応であっても、企業が中途障害

者の就業継続に苦慮するケースが出

てくることが想定される。そのため、

治癒とともに就業能力の回復が期待

される感染症やがんよりも労務管理

上の対応が難しい。しかし、発症し

た労働者に対する就業上の配慮の実

態についての知見は乏しく、対策が

進んでいない。 
 2 年目（最終年度）にあたる本年

度は、初年度の研究結果を踏まえて、

①産業医・産業看護職を対象とした

難病患者の就労支援の研究会を 2 回

行った。②雑誌労働の科学において

難病患者の就労支援についての連載

を 12 回行った。③障害者総合支援法、

難病法などのわが国法制度とそれぞ

れの法律に基づく就労支援の実態に

ついて関係者へのヒアリング調査、

現地視察をもとに情報収集した。④

難病患者・中途障害者の就労継続支

援における人間工学の役割と課題に

ついて検討した。⑤難病患者を含む

障害者雇用への産業保健職の関わり

についての海外視察を行った。⑥全

ての調査結果を元に産業保健職・人

事担当者向け難病に罹患した従業員

の就労支援ハンドブックを作成した。

また、今年度は、難病患者の就労支

援をテーマに、学会発表（3 回）、認

定産業医向け講習会での講演（2回）、

産業保健職等向けのワークショップ

の開催（3 回）し、研究成果の情報

発信に努めた。 

 
B．対象と方法 

1) 産業医・産業看護職を対象とした

難病患者の就労支援についての研究

会の開催（和田耕治） 

第 2回（2015 年 4 月 18 日）、第 3回

（2015 年 7 月 11 日）の研究会を開

催した。テーマは、第 2回が「良好

事例と難病法を学ぶ」、第 3回が「就

労が困難な患者を支援する」とした。

第 2回の内容は、研究班より、ワー

ク・アビリティ研究を難病・中途障

害者の就労支援に活かす（福岡教育

大学教育学部 樋口善之）、基調講演

として、HIV 陽性者のための相談活

動や研究のなかで見えている HIV に

よる免疫機能障害者の雇用継続、採

用時の課題（特定非営利活動法人ぷ

れいす東京 代表/相談員 生島嗣）、

シンポジウムとして、難病医療と障

害者雇用促進の法令の動向（独立行



政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構障害者職業総合センター 主任

研究員 春名由一郎）、患者団体から

産業保健職への期待 ～難病法の施

行を踏まえて～（一般社団法人 日本

難病・疾病団体協議会 事務局長 

水谷幸司）、難病患者から見た就労支

援への期待（ゆうこ新聞（難病患者

向け情報提供誌）発行人 小川ゆう

子）、最後に登壇者によるパネルディ

スカッションを行った。第 3回の内

容は、研究班より、難病患者の就業

配慮への一般労働者の意識～インタ

ーネット調査の結果から～（北里大

学医学部公衆衛生学 江口 尚）、基

調講演として、難病のある人の就労

系福祉サービスの利用実態；現状と

今後の課題（国立障害者リハビリテ

ーションセンター病院臨床研究開発

部部長 深津玲子）、シンポジウムと

して、地域における支援者間連携の

必要性（東京医療保健大学医療保健

学部看護学科 講師 伊藤美千代）、

難病相談支援センターにおける就労

支援ー 就労の継続が困難となった

事例への支援（群馬県難病相談支援

センター 相談支援員 川尻洋美）、

東京ジョブコーチ職場定着支援事業

による難病者への支援事例（東京ジ

ョブコーチ支援室 室長 西村周治）、

医療機関における就労支援―社会資

源の主体的活用とソーシャルワーク

（東京医科大学病院 総合相談・支

援センター 品田雄市）、最後に登壇

者によるパネルディスカッションを

行った。参加者は、第 2 回が 40 名、

第 3回が 60 名であった。 

 

2) 難病患者の就労支援についての

連載（和田耕治） 

本研究では難病患者の就労支援の現

状についてそれぞれの課題について

第一人者による執筆を通じて示して

いただきそれらをまとめることであ

る。 

 

3) 難病患者の就労支援を行ってい

る関係者へのヒアリング調査、現地

視察（江口尚） 

昨年度に引き続き、就労移行支援事

業所 2ヵ所の代表者に対するヒアリ

ング調査及び施設見学、障害者雇用

を積極的に行っている企業での産業

医活動、産業医 3名に対してのヒア

リング調査を行った。 

 

4) 難病患者・中途障害者の就労継続

支援における人間工学の役割と課題

（樋口善之） 

本研究では，「職務適性」を切り口と

して，難病患者及び中途障害者の就

労継続支援における人間工学の役割

を考察する。 

 

5) 難病患者を含む障害者雇用への

産業保健職の関わりについての海外

視察（江口尚、和田耕治） 

Newcastle 大学の Prof. Derek Smith、

同大学で障害を持った学生の対応を

している Mr. Stuart Meldrum、The 

Royal Australian College of 

Physiciansの産業保健担当の幹部の



Dr Claire Hollo と Dr Sandra Mc 

Burnie へのインタビュー調査、

Australia’s Disability Conference

への参加による関係者への情報収集

を行った。 

 

6) 産業保健職・人事担当者向け難病

に罹患した従業員の就労支援ハンド

ブックの作成（江口尚他） 

本研究では、①ヒアリング調査、②

インターネット調査、③既存データ

の二次解析、④産業保健職向けの啓

発の場としての研究会やワークショ

ップの開催、⑤情報発信のための雑

誌での連載、⑥難病患者の就労支援

の海外の状況の調査、を行った。ヒ

アリング調査は、患者団体（2団体）、

専門医（2名）、就労系福祉サービス

機関（9 ヵ所）、研究者（2名）、産業

医（10 名）、社会保険労務士（3名）、

経営者・人事担当者（3名）に対し

て実施した。インターネット調査は、

3,710 名に対して実施した。難病患

者を対象に実施した既存データの二

次解析では、2005 年に実施した対象

者総数 3,560 名の調査と、2009 年に

実施した対象者総数 2,355 名の調査

を用いて、産業保健職に関する質問

項目について二次解析を行った。海

外の状況の調査は、豪州で開催され

た Australia's Disability 

Employment Conference への参加及

び、難病患者や中途障害者の就労支

援について産業医 2名へのヒアリン

グ調査を実施した。 

 

C．結果 

1) 産業医・産業看護職を対象とした

難病患者の就労支援についての研究

会の開催 

平成27年度は2回の研究会を開催し、

その講演を資料１と 2のようにまと

めた。またホームページにより公開

した。

（http://www.med.kitasato-u.ac.j

p/~publichealth/syuroushien） 

テーマとしては、第 2回は良好事例

と難病法を学ぶ、第 3回は就労が困

難な患者を支援するとした。 

第 2回は、他の疾患における就労支

援を学ぶとして、HIV の事例を特定

非営利活動法人プレイス東京の生島

様をご紹介いただいた。また、難病

に関する法令の最新のアップデート

として独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構の春名様に難病法、

障害者総合支援法などについてご説

明をいただいた。さらに、患者団体

からの立場として、一般社団法人日

本難病・疾病団体協議会の水谷様に

ご講演をいただいた。難病といって

も様々であり疾病に応じて課題が異

なることを紹介いただいた。また、

障害が固定せず身体障害者手帳の取

得が困難であることを紹介いただい

た。 

第 3回は、就労が困難な患者を支援

するとして、支援によっても就労継

続が困難な場合にどのような社会福

祉の制度があるかをご紹介いただい

た。 

国立障害者リハビリテーションセン



ター病院深津先生には難病のある人

の就労系福祉サービスの利用実態と

して福祉的就労の概要や実際の患者

のニーズについて紹介いただいた。

東京保健医療大学の伊藤先生には、

地域における支援者間連携の必要性

や実態調査をご紹介いただいた。群

馬県難病相談支援センターの川尻様

には、就労の継続が困難となった事

例にどのようにきめ細かく対応をし

たかについてご紹介をいただいた。

東京ジョブコーチの西村様には職場

定着支援事業による難病者への就労

事例ということでジョブコーチの役

割を紹介いただいた。東京医科大学

病院のソーシャルワーカーである品

田様には社会資源の主体的活用とソ

ーシャルワークとして、現在の制度

的資源について紹介をいただいた。 

 

2) 難病患者の就労支援についての

連載 

「難病患者の治療と仕事の両立支援

を考える」をテーマとした雑誌「労

働の科学」での、連載は、2016 年 4

月まで全 12 回の予定である。連載の

詳細は以下の通りである。 

 
内容 

執筆

者 
所属 

第 1回 連載の目的 
和田

耕治 

国立国際

医療研究

センター

国際医療

協力局 

 

難病患者・

中途障害者

江口

尚 

北里大学

医学部公

の就労支援

の課題 

衆衛生学 

第 2回 

Work 

Ability と

就労継続支

援 

樋口

善之 

福岡教育

大学教育

学部 

第 3回 

難病を理由

として働き

方に制約の

ある労働者

に対する同

僚の意識に

影響する要

因について 

江口

尚 

北里大学

医学部公

衆衛生学 

第 4回 

神経難病に

関して産業

保健職が把

握すべき病

態の特徴 

根本

博 

日立製作

所情報・

通信シス

テム社京

浜地区産

業医療統

括センタ  

第 5回 

膠原病の難

病患者への

就労支援 

中山

田真

吾 

産業医科

大学医学

部 第一

内科学講

座 

第 6回 

眼科領域の

難病患者の

両立支援 

村上

美紀 

産業医科

大学眼科

学教室 

第 7回 

消化器領域

の難病患者

の就労支援 

浅海

洋 

九州旅客

鉄道株式

会社 人

事部勤労

課健康管

理室 



第 8回 

障がい者

（ 難病患

者 ）雇用 

のために企

業 が考え

てい る こ

と、取り組 

んでい る

こと 

大濱

徹 

株式会社

フロンテ

ィアチャ

レンジ人

材紹介事

業部 

第 9回 

難病のある

方の就労支

援に利用で

きる支援機

関、制度、

ツール 

伊藤

美千

代 

東京医療

保健大学

医療保健

学部看護

学科 

第 10回 

難病患者の 

就労支援と

法的制度－

社会保険労

務士の視点

から 

五十

嵐典

子 

みどり社

会保険労

務士事務

所 

第 11回 

就労困難 

な方々 が

安心 して

働ける環境 

と雇用 の

創造 に 取

り組 んで 

渡邉

幸義 

株式会社

アイエス

エフネッ

ト 

第 12回 

産業保健

職・人事担

当者向けマ

ニュアル 

江口

尚 

北里大学

医学部公

衆衛生学 

 

3) 難病患者の就労支援を行ってい

る関係者へのヒアリング調査、現地

視察 

1. 就労移行支援事業所でのヒアリ

ング 

一般社団法人リファイン就労支援セ

ンターと一般社団法人ペガサスを見

学し、代表者から話を伺った。 

1-1. 一般社団法人リファイン就労

支援センター 

リファインは、精神障害者の就労支

援に特化している。サービス対象者

は、求職中の方と、企業と雇用契約

を維持した状況の休職中の方の両方

が存在する。来所のきっかけは、提

携先の精神科医が多い。日頃から、

複数の精神科クリニックの院長との

交流をもち、本施設の理念や雰囲気

を主治医にも知ってもらった上で紹

介をしてもらうようにしている。施

設は、オフィスビルの中にあり、「職

場」を感じさせる雰囲気を大切にし

ている。施設利用者の服装には、ジ

ャケットの着用を義務付けるなどし

て、職場の雰囲気を保つようにして

いる。サービスの内容は、臨床心理

士やキャリアカウンセラーによる定

期的な面談が行われている。また、

ソーシャルスキルトレーニング、ア

サーション、プレゼンテーションな

どのセミナーが多く開催されている。

このようなプログラムを通じて、自

分の取扱説明書を完成させていく。

その様子を、スタッフがモニタリン

グをしており、復職の際には的確に

アドバイスをしている。そのような

プログラムを通じて、当事者は、主

観的、客観的に自分を理解すること

ができる。また、新規に就職をする



場合には、代表者がよく知った経営

者と連携を取ることで、求人先の職

場風土などのインフォーマルな情報

を加味して再就職を進めている。ま

た、職場復帰後も、定着支援の一環

として定期的に交流会を開催して、

「卒業生」の交流を続けている。こ

のような取り組みにより、低い再発

率、離職率を達成している。 

1-2．一般社団法人ペガサス 

ペガサスは、精神障害者や発達障害

者へのサービス提供を得意としてい

る。プログラムの特徴は、職場訓練

を大切にしていることである。代表

が、中小企業の経営者団体である中

小企業同友会障害者委員会の主要メ

ンバーであり、そのメンバー間のつ

ながりで、訓練先の職場を開拓して

いる。そこで 1-2 ヶ月間、双方の相

性を確認して就職という流れになっ

ている。サービス利用者の中には、

長期間引きこもりとなってしまい、

社会との接触が無かった方も多い。

そのため、施設への通所は、生活習

慣を再構築するために位置付けられ、

生活習慣が落ち着き、ビジネスマナ

ーを身につけられれば、できるだけ

早く職場訓練に出向かせるようにし

ている。代表者と受け入れ先の事業

所の経営者とは信頼関係ができてお

り、代表者と経営者間でも情報交換

をしながら、職場訓練を行っている。

代表者の話では、中小企業の人手不

足は深刻で、しっかり働ければ、障

害者、健常者関係なく雇用できる状

況になりつつあるということ話であ

った。 

 

2．産業医からのヒアリング 

産業医 3 名からヒアリングを行った。

いずれも大手企業に勤務する専属産

業医であった。難病患者だから特別

扱いをしていることはなく、病状に

応じて職務適性評価を行って就業上

の配慮を行っているということであ

った。就業能力がかなり低下し、た

だ座っているだけ、という状況であ

ったにも関わらず、主治医とのやり

とりが十分にできなかった例をそれ

ぞれの産業医が抱えていた。経営に

比較的余裕がある専属産業医がいる

ような大企業では、就業能力が大き

く低下しても、そのまま様子を見て

いるケースがあるが、そのことによ

り職場のモラルが下がることがあっ

た。そう言ったことを避ける意味で

も、診断がついた時点で、上司や家

族と話合いを行って、主治しに見通

しに基づいて、ルールを決めるよう

に早めに対応すること必要性が指摘

された。 

 

3．中小企業同友会障害者委員会 

本委員会は、「人間尊重の企業経営」

を掲げ、人の採用から育成、近代的

労使関係の確立と労使一丸のとなっ

た企業経営を目指す経営者の集まり

である中小企業同友会の 3つの主要

委員会の一つである。委員は、障害

者雇用に関心を持っている経営者で

ある。その委員会にオブザーバーで

参加させてもらい経営者の障害者



（手帳の有無に関係ない）雇用に対

する姿勢を把握することができた。 

 

4) 難病患者・中途障害者の就労継続

支援における人間工学の役割と課題 

就労継続支援における重要な観点と

して，職務適性の評価が挙げられる。

就労は，職務の遂行であり，従事者

にはその職務を遂行することが求め

られる。一方で，使用者（事業者）

は，その職務を遂行することが可能

かどうかを正しく判断する責任があ

る。職務適正の評価が必要な場合と

して，英国医師会がとりまとめた

「ABC of Occupational and 

Environmental Medicine（邦訳：産

業医学の ABC）」によると，表 1のよ

うにまとめられている（Davies，2008，

p26）。これは主に“雇い 

入れ時や配置前”を想定してまとめ

られたものである。その内容には「疾

病」や「健康」が多く含まれており，

産業保健職には，それらを適切に評

価し，使用者の意思決定を支援する

役割があると言え，このことは，難

病患者・中途障害者の就労継続支援

においても同様である。 

表 1 職務適正の評価が必要な場合 

雇用前，配置時，配置転換時 

安全上危険な業務の定期的調査時 

疾病休業中及び疾病休業後 

適性に必要な事項の特定 

勤怠や生産性の問題が生じた場合 

健康上と安全上の懸念が提起された場合 

健康障害による退職の評価 

法的要求である場合 

給付の評価（雇用・年金省により管理運営

される“自己職務テスト” 

 

産業保健の視点から職務適正を評価

する主な原則として，前掲書では，

表 2のようにまとめられている

（Davies，2008，p27 ※尚，この原

則には，英国における法律上の義務

も含まれている）。職務適性として最

も重要なことは，第一の原則（表 2

の①）として示されている「職務を

効果的に遂行できるか」と「その従

業員自身や同僚に健康や安全上のリ

スクがないか」を確認することであ

る。また，このことを「分かりやす

い表現で理解されなければならない」

とする第二の原則（表 2の②）は誠

に的を射ていると言える。難病患

者・中途障害者の就労継続支援にお

いても，職務遂行上の懸念や健康・

安全上のリスクについて，医学的側

面と勤怠管理的側面を合理的にすり

合わせ，「見える化」していく必要が

ある。“職務を効果的に遂行できるか”

という点に関して，その判断は公正

でなければならない。この判断には，

職務内容についての情報と，遂行能

力についての情報が必要である。 

表 2 職務適正を評価する主な原則 

① 職務適性を医学的に評価する基本的な

目的は，従業員が要求される職務を効

果的に遂行できるかということと，そ

の従業員自身や同僚に健康上や安全上

のリスクがないかを確認することであ



る。 

② 従業員に適性があるかどうかと言うこ

とは，職務を果たせるかということと

要求される職務に従事できるかと言う

ことが分かりやすい表現で理解されな

くてはならない。 

③ 使用者は妥当で実行可能である限り

は，全ての従業員と関係者の健康，安

全と福利を確保する義務がある（英国

労働安全衛生法 1974）。 

④ 妥当な調整と雇用において差別待遇を

しないという法的義務は障害者差別禁

止法（※英国）によって課せられてい

る。 

⑤ 優れた雇用を実践することには，障害

や疾患を持つすべての求職者と従業員

に関する常識的な配慮が含まれる（英

国雇用権利法 1996） 

⑥ 最終的には，勤怠とパフォーマンスの

目的を設定し，健康と安全と雇用に関

係する法令を確実に順守することが使

用者の責任である。 

 

職務内容についての情報は，一般に，

職務分析（job analysis）により得

ることが出来る。職務分析では，個々

の職務（仕事）毎に要求される作業

を，科学的な方法で客観的に評価し，

その仕事に必要とされる標準的なス

キル，行動，知識，能力などを明ら

かにする（渡辺，2015）。この科学的

な方法に関しては，Industrial 

Engineering（IE）として発展してき

た工程管理の各種法（作業分析，時

間分析，など）が知られている。作

業分析とは，実際の仕事の手順を記

述していく方法であり，時間分析は

それぞれにかかる時間を計測し，標

準的な作業時間を求めるものである。 

これらの手法を用いることにより，

それぞれの職務で必要とされる要素

を明らかにするとともに，“改善の３

M（いわゆるムリ・ムラ・ムダ）”を

発見し，生産性を高めることが可能

となる。さらには，生産性を高める

とともに，働きやすい職場づくりに

つなげていく活動を職場改善と呼ぶ。

この改善活動においては，人間工学

チェックリストと呼ばれるツールが

活用されている（表 3）。このツール

を職務内容毎に適応することにより，

不要で過大な作業負担を同定し，そ

れらの作業を改善していく。改善す

る手順として，「排除：なくせないか」

「統合：一緒に出来ないか」「交換：

順序の変更はできないか」「簡素化：

単純化できないか」のいわゆる改善

の 4原則（神代，2008）が推奨され

る。 

 

表 3 人間工学チェックリストの例（日

本人間工学会チェックリスト検討委員会，

1968，p48） 

作業者の総合負担 

・ 作業によって息切れや不快な呼吸促

進はおこらない 

・ 作業に伴う発汗が過度で，一日の体重

減少がいちじるしいことはない 

・ 作業時間中に体温が漸増していくよ

うなうつ熱傾向はない 

・ 作業中に震えを起こしたり，じっとし



ていられないような関連による影響

は見られない 

・ 筋痛や震え，しびれが作業後に残るこ

とはない 

・ 非常に重い身体的作業は継続時間や

頻度からみて過大となっていない 

・ 作業後との回復時間は十分見積もら

れている 

・ 一労働日のエネルギー代謝量は過大

ではない 

 

人間工学チェックリストの目的は、

問題を見つけ出すだけではなく、対

象となる職場の作業条件やその改善

に関心をもつことも重要である（神

代、2008）。ここに示したチェックリ

ストや改善の考え方は，働きやすい

職場づくりを目指すための汎用的な

ものであり，本稿の主題である難病

患者や中途障害者に特化したもので

はない。しかしながら，誰でも働き

やすい職場を目指すことは，難病患

者や中途障害者の就労継続にとって

も重要な取り組みである。たとえば、

通常は立位による作業があったとし

て、その一連続作業時間を遂行する

ためには、20 分を要するとする。難

病患者や中途障害者にとっては、そ

の業務に従事することに困難が生じ

ると考えられる場合、職務適性とし

てふさわしくないと考えるのではな

く、その作業を先ほどの改善の 4原

則に照らしあわせ、どのような改善

を行えば、困難なく従事することが

できるかを職場で検討することが人

間工学チェックリストの活用として

考えられる。想定される改善提案と

して、一連続作業時間を短くする、

立位ではなく座位や腰掛けなどの利

用も考えられる。 

この人間工学チェックリストは、固

定されたものではなく、必要と考え

られる項目を随時追加していくこと

が本来の主旨である。生産管理や IE

の視点と、労働衛生や人間工学の視

点から、職場に応じたチェックリス

トづくりが推奨されている。近年で

は、高年齢労働者対策としてのチェ

ックリストも開発されている（中央

労働災害防止協会、2004）。 

職務内容の評価については，観察に

よって評価可能な動作などの身体的

要素だけでなく，精神的要素や社会

的要素も含まれている（Louhevaara，

2003）。これらの要素を統合して，職

務要求（ワークデマンド）と総称さ

れる。総合的なワークデマンドを明

らかにすることは簡単ではないが，

ワークデマンドの明確化を行うこと

は，“その業務が遂行可能か”を判断

するための必須条件である。同一職

務での就労継続の場合には、その可

否の判断はある程度の推測が可能で
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を検討するように勧める、と述べて
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工学」とも呼ばれる。参加型人間工

学の利点として、専門家を必要とし
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いる。また、こうした職場一体とな

った取り組みを積み重ねることによ

り、いわゆる“改善マインド”と呼

ばれる職場風土が醸成され、表面的
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よび難病患者に当てはめると，健康

面については可能な限り通院や服薬，

リハビリ等の医療的な措置を行い，

また職場に見合った行動特性を身に

つけ，積極的に仕事に取り組むこと

が重要」と述べている。補足するな

らば、「Health and functional 

capacities」については、健康面で

の必要な措置はもとより、就労に関

連付けた“Functional capacity”に

着目することが重要である。また、

「Competence」については、教育や

職業訓練を充実させることが重要で

ある。Work Ability House は、階層

構造（Multidimensional Model）で

あり、「1F：Health and functional 

capacities」および「2F：Competence」

の下部構造をしっかり構築すること

が「3F: Values, attitudes and 

motivation」につながっていく。す

なわち、健康と機能を保ち、必要な

職業訓練を受けることが働く意欲を

高めることを可能にする。また、こ

の Work Ability House には、関連す

る要因として個人を取り巻く

「Family（家族）」「Immediate social 

environment（近隣の社会環境）」が

描かれている。難病患者や中途障害

者にとっては、この中には、医療関

係者や支援者、また産業保健従事者

も含まれていると考えられる。こう

いった周囲の関係者によって、本人

の健康と機能をしっかり支えると共

に、教育や職業訓練を可能にするこ

とで専門的な技術能力を獲得するこ

とが可能となる。 

 

5) 難病患者を含む障害者雇用への

産業保健職の関わりについての海外

視察 

1. Newcastle 大学の Prof. Derek 

オーストラリアの障害者雇用や労災

制度、過労死等についての状況につ

いて情報提供を受ける。 

【ヒアリング内容】 

1-1．オーストラリアの障害者雇用制

度について、実際に、どのように運

用されているのかについて情報収集

を行った。専門家としては、オース

トラリアの現状は、まだまだ改善の

余地がある。 

1-2．行政府の障害者雇用率は 9％程

度、民間では 2％程度で、民間の取

り組みが遅れている。 

1-3．法定雇用率を定めている日本の

現状の話をすると、差別を禁止して、

企業の主体的な取り組みを促すより

も、コンプライアンスの観点から、

促す方が、より企業が取り組みを行

うのではないか、ということであっ

た。 

 

2. Newcastle 大学の Mr. Stuart 

Meldrum 

（http://www.newcastle.edu.au/pr

ofile/stuart-meldrum）（障害を持っ

た学生の支援を担当している） 

豪州の障害者雇用の現状について、

障害をもつ学生への支援の点から説

明を受けた。 

【打ち合わせ内容】 

2-1．障害を持った学生が就職する際



には、企業側と、障害の状況につい

て情報交換をすることがある 

2-2．就職の段階で障害を持っている

ことを伝えるようにアドバイスをし

ているが、障害のことを話したため

に、採用が見送られることがある。

この点は、日本と同様である。 

2-3．教育という観点からは、障害を

持った学生のペースに合わせて、や

り直す機会を設けている。 

2-4．障害者を雇用した場合には企業

に一定の補助金が助成されている。 

2-5．メンタルヘルスに関する障害に

ついては、beyondblue

（https://www.beyondblue.org.au/）

というポータルサイトが設けられて

いる。 

2-6．就労支援としては、National 

disability insurance scheme があ

り、様々な助成をしている。詳細に

ついては、HP

（http://www.ndis.gov.au/）を確認

して情報収集を行った。この制度は、

わが国の障害者総合支援法の就労支

援の枠組みと類似ていた。 

2-6-1. Disability Employment 

Service (DES) 

140 の事業者おり、2200 ヵ所でサー

ビスを展開している。DES プログラ

ムは、17 万人以上が利用している。

25.3 万人の障害者が就労した。32％

が 3ヶ月後も就業を継続している。 

2-6-2. Job Services Australia 

(JSA) 

全国に 80 のプロバイダーが、1700

ヵ所以上でサービスを提供している。

82 万人が利用しており、そのうち 22

万人が障害を持っている。2009 年か

ら2015年までの6年間で210万人が

仕事を見つけ、そのうち、40 万人が

障害者であった。 

 

2-6-3. Australian Disability 

Enterprises (ADEs) 

全国に 200 社あり、2万人以上が働

いている。2014 年には、159 名が AED

から一般就労に移行した。多くのAED

で働く労働者パートタイム労働であ

る。梱包作業、造園業、清掃業、リ

サイクル業、製造業に従事している。

政府からの補助金が出ている。 

3. The Royal Australian College of 

Physiciansの産業保健担当の幹部で

ある Dr Claire Hollo と Dr Sandra Mc 

Burnie 

障害者や難病患者の就労支援につい

て産業医の役割について意見交換を

行った。 

【意見交換内容】 

3-1．オーストラリアでは、障害者雇

用に産業医が関わることはない。 

3-2．オーストラリアでは、産業医を

選任する義務はない。ただ、大手の

企業（リオティントンや BHP ビリト

ンなど）では、雇用されていたが、

近年の資源価格の下落による国内景

気が悪化により、削減される傾向に

ある。 

3-3．オーストラリアの産業医は、企

業側として動くことが多い。オース

トラリアは、労働組合が強いため、

産業医は、労働組合から、会社側と



みなされ、就業上の配慮が必要な情

報を得ることができないことがある。

職場巡視もままならない。 

3-4．産業医が障害者雇用に関わる場

面は、職業に起因する疾病により障

害になった場合である。その場合に

は、GP が作成した（WorkCover NSW – 

certificate of capacity）の内容を

確認して、どのような配慮が必要な

のか、企業にアドバイスをする。 

3-5．私傷病の場合には、就職する際

に、企業に対して病名を告げるかど

うかは、大きな問題である。産業医

としては告げるようにアドバイスは

するが、企業側の心証を悪くする可

能性もある。多くが雇用の継続が難

しくなる場合が多い。ただ、特殊な

能力を持っている場合には、企業側

から勤務の継続を要請されることも

ある。この状況は、日本と類似して

いる。 

 

4. Australia’s Disability 

Conference への参加 

4-1．オーストラリアには 420 万人の

障害者おり、全人口の 18.5％にあた

る。 

4-2．障害者の 53％が働いている。

一方で、健常者の 82％が働いている

ので、この差を問題視していた。 

4-3．障害者の就労を支援する機関と

してDisability employment service

（DES)があり、多くの民間団体が登

録されている。この制度は、政府は

財政的に支援をして、民間が主体的

に関わっているという点から、わが

国の障害者総合支援法の就労移行支

援事業施設と類似していた。オース

トラリア全体で 140 の DES があり、

2200 以上のサイトがあり、17 万人以

上が活用している。2010 年以降、

253000人の方が仕事を得ることがで

きた。 

4-4．DES の活動について、色々な取

り組み、プログラムが紹介された。 

4-5．日本の特例子会社制度に似た仕

組みとして、Australian Disability 

Enterprises (ADE）があった。ADE

はオーストラリア全体で 200 箇所あ

る。 

4-6．障害者差別禁止法が制定されて

いる豪州では、障害者雇用に対して、

法定雇用率を定めた日本とは異なり、

法定雇用率は定めず、差別自体を禁

止することで米国と同様のアプロー

チをしていた。そのために、様々な、

就労支援機関が活動していた。 

4-7．就労支援機関については、日本

との類似性が確認できた。 

4-8．オーストラリアでは、障害年金

の受給者を減らすために New 

disability employment framework

という改革が進められている。 

4-9．法定雇用率はないとは言え、障

害者を雇用しているオーストラリア

の大手企業を中心に Australian 

Network on Disability (AND)という

団体が作られていた。民間企業が、

障害者を雇用すると政府から助成金

を得ることができるが、それ以外の

インセンティブとしては、CSR 的な

要素が強い様であった。 



 

6) 産業保健職・人事担当者向け難病

に罹患した従業員の就労支援ハンド

ブックの作成 

マニュアルの内容は、 

1. 難病患者の就労に関する現状 

2. 難病患者の症状の特徴 

3. 難病患者の就労支援のポイント 

4. 合理的配慮について 

5. 具体的な対応方法 

6. 情報収集・相談（難病患者の就労

支援に係る関係機関・職種） 

とした。その上で、ドラフト版を作

成し、産業保健職や人事担当者から、

意見を収集し、内容の改善を行った。 

 

D．考察 

1) 産業医・産業看護職を対象とした

難病患者の就労支援についての研究

会の開催（和田耕治） 

 国内において様々な就労支援がす

でに始まっているが、産業保健職だ

けでなく、患者においても十分な情

報が行き渡っていない可能性がある。

また、患者の病態が様々であること

からきめ細かく支援を検討してくれ

る難病就労支援センターやソーシャ

ルワーカーの役割が大きい。職場に

おいても産業保健職としてこうした

制度を理解し、必要な支援につなげ

られるような役割が期待されるだけ

でなく、企業の理解を深めることが

期待される。 

 

2) 難病患者の就労支援についての

連載（和田耕治） 

 国内において様々な就労支援がす

でに始まっているが、産業保健職だ

けでなく、患者においても十分な情

報が行き渡っていない可能性がある。

また、患者の病態が様々であること

からきめ細かく支援を検討してくれ

る難病就労支援センターやソーシャ

ルワーカーの役割が大きい。職場に

おいても産業保健職としてこうした

制度を理解し、必要な支援につなげ

られるような役割が期待されるだけ

でなく、企業の理解を深めることが

期待される。 

 

3) 難病患者の就労支援を行ってい

る関係者へのヒアリング調査、現地

視察（江口尚） 

昨年度に引き続いて行った、今年度

のヒアリング調査、現地視察により、

難病患者の就労支援における就労移

行支援事業所の役割の可能性につい

て、先進的な取り組みを行っている

事業所の視察や代表者との情報交換

により収集することができた。産業

医からのヒアリングでは、難病患者

の就労支援についての社会資源につ

いての情報が不足していること、主

治医との連携がうまく行かないこと、

など共通の課題が明らかになった。

この点については、本研究班で作成

するマニュアルで情報提供する有用

性を確認することにもつながった。

中小企業の経営者については、人手

不足の深刻化により、以前と比べて、

就業能力が備わっていれば、難病に

対する偏見から、不利益な取り扱い



をすることが無いことが分かった。

また、人事、採用、上司などが共通

のテーブルで事例検討を行うことで、

よりきめ細かな支援を行うことで、

これまでは就労が困難であった難病

患者について就労が可能になること

も示唆された。 

 

4) 難病患者・中途障害者の就労継続

支援における人間工学の役割と課題

（樋口善之） 

本分担研究では、職務適性を切り口

として、難病患者・中途障害者の就

労継続支援における人間工学の役割

を見てきた。特に、職務の明確化に

際して、IE 的な作業分析とともに人

間工学チェックリストを活用した改

善の視点の重要性について言及した。

このことは、健康影響等に限定した

ような表面的な適性評価ではなく、

職務の条件や環境について、どのよ

うな配慮があれば就労が可能になる

か、を検討する契機となる。また、

Work Ability の視点から職務を遂行

するための能力の形成について、「作

業環境」「組織的統制および風土」並

びに「従業員個人」の各要因を検討

した。これらの要因について、総合

的な対策をすすめることが、職務適

性を高め、就労継続を可能にすると

考えられる。 

今後の課題について、より職場に踏

み込んだ人間工学的介入、たとえば、

ワークステーションやインターフェ

イスの設計や治工具の開発、等があ

げられる。人間工学的介入の究極の

目標は、人々にとって実行可能且つ

効果的で、働く人の職務満足度を高

め、職場全体の一体感を与える業務

の設計にある（Corlett,1991）。また、

Ong（1999）は、人間工学は、不要な

ミスや急性また慢性の障害を防止す

るのに重要な役割を果たし、ユーザ

や労働者の能力に合った道具、機会

を作り出して、仕事の効率と生産性

を高めている、と述べている。近年

は ICT 等の様々なテクノロジーが利

用可能になり、働き方も多様化して

いる。様々な制約があったとしても、

自身の能力を活かして、生産性高く

働くことを実現することに人間工学

は貢献することが可能であり、また

その責務を果たす必要がある。 

 

5) 難病患者を含む障害者雇用への

産業保健職の関わりについての海外

視察（江口尚、和田耕治） 

 障害者差別禁止法により差別を禁

止して企業の主体的な取り組みを促

すアメリカ型のオーストラリアであ

っても、就労支援については、日本

の障害者総合支援法に基づく就労移

行支援事業や就労継続支援 A型、B

型と類似した制度であるDisability 

Employment Service (DES)や Job 

Services Australia (JSA)が設けら

れていた。日本と同様に、医療職の

関与についてはそれほど大きくなく、

産業保健職の関わりについての情報

は皆無であった。また、オーストラ

リアの産業医の業務の多くは、労災

対応がメインで有り、日常的に、企



業の中で活動する日本の産業医とは

異なっている。これらのことから、

今回、我々が提言するような、就労

支援に当たって、産業保健職との連

携については、海外でも例を見ない

活動になると考えられた。 

 

6) 産業保健職・人事担当者向け難病

に罹患した従業員の就労支援ハンド

ブックの作成（江口尚他） 

本研究班の研究結果を元にして、産

業保健職・人事担当者向けに難病に

罹患した従業員の就労支援ハンドブ

ックを作成した。産業保健職からの

評判は良かったことから、本マニュ

アルが活用されることにより難病患

者の就労支援が進むことが示唆され

た。今後は、このマニュアルを HP
上に公開するとともに、周知し、研

修などで活用されるようにしていき

たい。 

 

E．結論 

 本研究の目的は、職域における中

途障害者の実態と関係者間の望まし

い連携のあり方について、①職域に

おける中途障害者、特に進行性に就

業能力が低下する疾患を持つ労働者

への就労継続支援の課題を抽出し、

②人間工学の知見を取り入れ、職域

での、進行性に就業能力が低下する

疾患に対する望ましい配慮や、職域

と障害者福祉施設との連携の在り方

を検討し、③産業医・産業看護職や

人事労務担当者向けの対応マニュア

ルを作成することである。 

 最終年度（2 年目）にあたる本年

度は、①産業医・産業看護職を対象

とした難病患者の就労支援の研究会

を 2回行った。②雑誌労働の科学に

おいて難病患者の就労支援について

の連載を 12 回行った。③障害者総合

支援法、難病法などのわが国法制度

とそれぞれの法律に基づく就労支援

の実態について関係者へのヒアリン

グ調査、現地視察をもとに情報収集

した。④難病患者・中途障害者の就

労継続支援における人間工学の役割

と課題について検討した。⑤難病患

者を含む障害者雇用への産業保健職

の関わりについての海外視察を行っ

た。⑥全ての調査結果を元に産業保

健職・人事担当者向け難病に罹患し

た従業員の就労支援ハンドブックを

作成した。 
1．産業医・産業看護職を対象とした

難病患者の就労支援についての研究

会を 2回行った。その結果、産業医、

産業看護職の難病患者の就労支援に

ついての啓発を進めることができた。 

2．雑誌労働の科学において難病患者

の就労支援についての連載を 12 回

行った。その結果、各専門家の知見

をまとめることができ、産業医・産

業看護職だけではなく、人事担当者

が、効率的に難病患者の就労支援を

学ぶためのツールとすることができ

た。 

3．障害者総合支援法、難病法などの

わが国法制度とそれぞれの法律に基

づく就労支援の実態について関係者



へのヒアリング調査、現地視察をも

とに情報収集した。難病患者の就労

支援における就労移行支援事業所の

活用の可能性や、専属産業医が抱え

る共通の課題、難病患者の就労支援

についての経営者の考えを把握する

ことができた。このことにより、マ

ニュアルに反映させるべき情報が明

らかになった。 
4．難病患者・中途障害者の就労継続

支援における人間工学の役割と課題

について検討した。職務適性の評価

に際しての人間工学の役割として，

Industrial Engineering 的な作業分

析とともに，人間工学的視点から職

務を明確化することが重要である。

その際，職務条件や環境について，

人間工学チェックリスト等を活用し

ながら「どのような配慮があれば就

労が可能になるか」を検討すること，

Work Ability の視点から職務を遂行

するための能力の形成をはかること

が重要である。今後の課題について、

より職場に踏み込んだ人間工学的介

入、たとえば、ワークステーション

やインターフェイスの設計や治工具

の開発、等が挙げられる。ICT 等の

様々なテクノロジーが利用可能にな

り、また，働き方も多様化している

今日においては，様々な制約があっ

たとしても、自身の能力を活かして、

生産性高く働くことを実現すること

に人間工学は貢献することが可能で

あり、またその責務を果たす必要が

ある。 

5．難病患者を含む障害者雇用への産

業保健職の関わりについての海外視

察を行った。 

6．本研究班の研究結果を元にして、

産業保健職・人事担当者向けに難病

に罹患した従業員の就労支援ハンド

ブックを作成した。 

 

F．健康危機情報 

 該当せず。 

G．研究発表 
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江口 尚（2015）経営学の知見を活
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祉科学大学EAP研究所紀要第9号, pa
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江口 尚（2015）難病患者の就労（継
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ZINE（2月号）, page 2. 
江口 尚．難病患者の治療と仕事の
両立支援を考える難病を理由として
働き方に制約のある労働者に対する
同僚の意識に影響する要因について
一般労働者を対象としたインターネ
ット調査から．労働の科学. 70巻7号
 412-416. 
難病患者の治療と仕事の両立支援を
考える難病患者・中途障害者の就労
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第25回日本産業衛生学会産業医・産
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働き方に制約のある同僚に対する一

般労働者の意識に関する検討.第74
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H．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得 

 該当せず。 

2．実用新案登録 

 該当せず。 

3．その他 

 該当せず。 

 


